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埼玉県農林公園管理規則 (昭和六十三年六月一日規則第四十二号) 

○埼玉県農林公園管理規則 

昭和六十三年六月一日 

規則第四十二号 

 

改正 

 

平成一四年 三月二九日規則第五二号 平成一七年 四月 八日規則第一一九号 

平成二〇年 八月二九日規則第七八号 平成三一年 三月二九日規則第四五号 

 

埼玉県農林公園管理規則をここに公布する。 

埼玉県農林公園管理規則 

（趣旨） 

第一条 この規則は、埼玉県農林公園条例（昭和六十三年埼玉県条例第十三号。以下「条例」という。）第二

十一条の規定に基づき、埼玉県農林公園（以下「農林公園」という。）の管理に関し必要な事項を定めるも

のとする。 

（利用等の許可手続） 

第二条 条例第七条第一項の規定による利用の許可を受けようとする者は、様式第一号の許可申請書を知事

（条例第十一条第一項に規定する指定管理者に農林公園の管理に関する業務を行わせる場合にあつては、

指定管理者）に提出しなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。 

２ 前項の許可申請書は、許可施設等を利用しようとする日の属する月の六月前の月の初日から受け付ける

ものとする。 

３ 条例第七条第一項の規定による利用又は変更の許可は、様式第二号の許可書を交付して行うものとする。 

（指定管理者の指定の申請） 

第三条 条例第十二条第一項の規定による申請は、知事が指定する期限までに様式第三号の指定管理者指定

申請書に次に掲げる書類を添えて、知事に提出することにより行わなければならない。 

一 定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずる書類 

二 知事が指定する事業年度の事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録

又はこれらに準ずる書類 

三 知事が指定する事業年度の事業計画書及び収支予算書又はこれらに準ずる書類 

四 組織及び運営に関する事項を記載した書類 

五 条例第十一条第二項に規定する指定管理業務の実施に関する計画を記載した書類 

六 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類 

（利用料金の承認申請） 

第四条 指定管理者は、条例第十七条第二項の規定により利用料金について知事の承認を受けようとすると

きは、様式第四号の利用料金承認申請書を知事に提出しなければならない。 

（利用料金の納期限） 

第五条 条例第十八条第一項の利用料金の納期限は、知事の承認を得て、指定管理者が定める。 

（利用料金の減免申請） 

第六条 指定管理者は、条例第十九条の規定により利用料金の減額又は免除について知事の承認を受けよう

とするときは、様式第五号の利用料金減額（免除）承認申請書を知事に提出しなければならない。 

（その他） 

第七条 この規則に定めるもののほか、農林公園の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。 

附 則 

この規則は、昭和六十三年六月一日から施行する。 
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附 則（平成十四年三月二十九日規則第五十二号） 

１ この規則は、平成十四年四月一日から施行する。 

２ 改正前の埼玉県農林公園管理規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用するこ

とができる。 

附 則（平成十七年四月八日規則第百十九号） 

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。 

附 則（平成二十年八月二十九日規則第七十八号） 

この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行す

る。 

一 （略） 

二 （前略）第八十四条（中略）の規定 平成二十一年四月一日 

附 則（平成三十一年三月二十九日規則第四十五号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則による改正前の埼玉県農林公園管理規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を

して使用することができる。 

様式第１号(１) 

（第２条関係） 

一部改正〔平成14年規則52号・17年 119号・20年78号・31年 45号〕 

様式第１号(２) 

（第２条関係） 

追加〔平成17年規則119号〕、一部改正〔平成20年規則78号・31年 45号〕 

様式第２号 

（第２条関係） 

一部改正〔平成14年規則52号・17年 119号〕 

様式第３号 

（第３条関係） 

全部改正〔平成17年規則119号〕、一部改正〔平成20年規則78号〕 

様式第４号 

（第４条関係） 

追加〔平成17年規則119号〕、一部改正〔平成20年規則78号〕 

様式第５号 

（第６条関係） 

追加〔平成17年規則119号〕、一部改正〔平成20年規則78号〕 


